
令和7年度第I回国分寺市国民健康保險事業の運営に関する協議会

日 時：令和フ年10月ワ日(木)午後13時30分から

場 所：c o c o b u n J' iプラザ5階リオンホール(Aホール)

出席委員：鹿島岳志委員・田口佳子委員・今西啓之委員・高梨文明委員・

子委員・小泉美智子委員・代永一雄委員・石川眞澄会長・和地誠一委

員・近藤大祐委員

事務局：新井健康部長・越川保険年金課長・増井保険事業推進係長・伊藤・塩田・

渡辺

o部長ただいまから令和7年度第I回国分寺市国民健康保険事業の運営に関する

協議会を始めさせていただきます。本日は、皆様方には大変お忙しいヒころお集ま

りいただきまして、あリがヒうございます。私は、健康部長の新井ヒ申します。よ

ろし〈お願いいたします。本日は、会長.副会長の選出後の諮問書の交付まで協議

会の進行を務めさせていただきます。

まず初めに資料についてですが、次第の下に配付資料一覧がございます。過不足

等あれば教えていただければヒ思います。

次第の2、委嘱状の交付につきましては、委嘱状を机上へ配布することによリ代

えさせていただきます。任期につきましては3年間ヒなります。

続きまして次第の3、国分寺市副市長槽本よリご挨拶申し上げます。

o副市長皆さんこんにちは。副市長の橋本です。本日はお忙しいヒころ、本協議

会にご出席賜り誠にあリがヒうございます。本来であれば、市長の丸山がこの場で

ご挨拶並びに諮問するヒころですが、本日は公務が重なり、栃木県の方に出張レて

いるこヒから、この場にお伺いすることが、できませんでした。そのため、市長よリ

メッセージを預かってまいりましたので、代読をさせていただければヒ思います。

本日はご多用のヒころ、国民健康保険事業の運営に関する協議会にご出席を賜

リ、誠にありがヒうございます。ご承知の通り、国民健康保険は、企業や団体に属

さない方々を支える市区町村ヒ都道府県が共同保険者ヒして運営する制度であリ、

本市では現在約2万人、市民全体の16%ほビの方々が加入をしておリます。

現在、国は全世代型社会保障の理念のもヒ、持続可能性を重視しつつ、世代間の

不公平を是正する方向で各分野の施策の見直しをしておリます。2025年には国民

の約18%が75歳以上になリました力ぐ、さらに2040年には団塊世代ジュニアカぐ

65歳以上に達するヒヒもに、生産年鮮人口は全体の半分程度まで減少し、高齢化

率は35%を超えるこヒが、見込まれております。こうした将来を見据えた上で、国

保の制度を安定的に運営していくこヒは、大変重要な使命てございます。

足元の状況を見ますヒ、本市の国保財政は令和6年度決算において約ワ億円の赤

字を抱え、依然ヒして厳しい状況にあリます。国民健康保険特別会針の動向は、市



全体の財政にも大きく影響を及ぼすため、その健全な運営は市政全般にヒっても極

めて重要な課題ヒなっています。今年度も引き続き皆様力、ら貴重なご意見を伺い、

今後の取リ組みに生かしてまいりたいヒ考えておりますので、よろしくお願いいた

します。令和フ年10月マ日、国分寺市長丸山哲平代読。皆さんよろし〈お願いレ、

たします。

o部長ありがヒうございました。続きまして次第の4、事務局職員の紹介をさせ

ていただきます。健康部長の新井でございます。改めましてよろし〈お願いいたし

ます。この後は順次自己紹介をさせていただきます。

o課長皆さんこんにちは。保險年金課長の越川ヒ申します。

o保険事業推進係長保険事業推進係長の増井です。4 � I日付けで課内係の再編

を行い、保險事業推進係長を拝命しております。

o庶務担当庶務を担当する伊藤ヒ申します。 �

o庶務担当同じく庶務を担当します、塩田ヒ申します。

o庶務担当同じく庶務を担当します、渡辺ヒ申します。

o部長以上の事務局で今年度進めさせていただきます。

続きまして、次第の5、委真自己紹介に移らせていただきます。委員の皆様から

自己紹介をお願いしたいヒ思います。石川委員より、順番にお願いいたします。

o公益代表民生.児童委員協議会の西部地区副会長をしておリます、石川眞澄ヒ

申します。内藤孝雄前会長が任期浦了になりまして、このたび、私が民協の代表ヒ

して参加いたします。よろしくお願いいたします。

o公益代表北多摩東地区保護司会国分寺分区の分区長をしております和地ヒ申し

ます。任期は少し長いのですが、公的医療保険制度は難しく、勉強しながらやって

いきたいヒ思いますので、ビうぞよろしくお願いいたします。

o公益代表国分寺青年会議所力、ら参リました近藤と申します。よろしくお願いし

ます。

o被保険者代表私は、鹿島岳志ヒ申します。今回2回目の委嘱ヒいうことで、前

回3年間お世話になりまして、色々なこヒを勉強させていただきました。なかな力'



難しい部分、色々な部分で理解するこヒがなかなか難しい部分も多いです力ぐ、一生

懸命皆さんヒ共に考えて、またこの会を一緒に進めていければいいかなヒ思ってい

ます。よろしくお願いします。

o被保険者代表田口
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o被保険者代表今西裕之ヒ申します。現役時代は43年間、組合健保に加入して

おりました。3年前から国保にお世話になっておリます。財政状況を理解していな

かったのですが、いろいろと厳しいヒいうような状況もお聞きし、次の世代につな

がる事業運営、それに貢献できればヒ考えて委員にた募いたしました。ビうぞよろ

しくお原員いします。

o被保険者代表皆さんこんにちは。新し〈被保険者代表して選出されました高梨

文明ヒ申します。私は国民健康保険に3年ほビ前、今西委員ヒ同じような時期に入

ったヒ思います。ただ若干国民健康保検制度についての下地があリますのて、こう

いう機会をせっかくいただけましたので、建設的な意見を述べさせていちだきたい

ヒ思います。よろしくお願いします。

o被保険者代表渡遍真理子ヒ申します。今回が初めての参加です。無作為に選ば

れた市民ヒいうヒころからお声をかけていただきましたので、勉強させていただけ

ればヒ思いましてお引き受けいたしました。何もわからない状況てすカシよ〈考え

ていければヒ思っております。よろしくお願いいたします。

o療養担当代表国分寺市歯科医師会から参りました代永ヒ申します。私も今回か

ら間わらせていただくこヒになっております。何かしらお力になれればと思います

のでよろし〈お願いいたします。

o療養担当代表国分寺市医師会から拝命を受けました、東元町内科クリニックの

小泉ヒ申します。今回初めてで、前回の高野医師から引き継ぎました。医療の面か

ら何かお役に立てればヒ思っておリますのでビうぞよろしくお願いいたします。

o部長皆さんありがヒうございました。続きまして次第の6、会長・副会長選出

です。初めに、会長の選出から行いたいヒ思います。こちらにつきましては、国民

健康保険法施行令第4条によリ、公益を代表する委貢の中から全員で選出するこヒ
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ヒ定められてございます。資料I、委員名簿の代表区分の公益代表ヒいう欄からお

選びいただ〈ヒいうこヒになります。会長ヒなられる方につきまして、ご推薦なビ

あリましたらいただければヒ思いますが\い力、がでしよう力、。

o公益代表はい。

o部長はい、和地委真。

o公益代表会長にっきましては、民生委員.児童委員協議会で西部地区の副会長

ヒしてご活躍されている石川委員にぜひお受けいただきたいヒ思いますが、い力、が

でしようか。

o部長あリがヒうございます。ただいま和地委員から、会長に石川委員をヒのご

意見をいただきました。委員の皆様力、ら他にご意見がございませんてしたら、石川

委員に会長をお願いしたく存じますけれビも、委員の皆様よろしいでしよつ力、。

o̶同異議なし。

o部長よろしければ拍手をお願いします。

o部長はい。あリがヒうございます。石川委員を会長に選任するこヒにご承認い

ただきました。それでは石川会長におかれましては、会長席にご移動をお願いした

いヒ思います。

ここで一言、石川会長からご挨拶をお願いいたします。

o会長改めまして、会長職を仰せつかりました石川でございます。先ほビも申し

上げましたが、私もこちらにいらっしやる何名かの方々ヒー緒で、初めてこの協議

会に出席させていただきます。今まで民生委貢ヒして24年間、地域の活動に取り

組んでまいリました力ぐ、このような大きな協議会議の会長職は初めてでございま

す。司会・進行がうま〈いく力、、私自身もすご〈不安であります力ぐ、国民健康保険

のこれから先のこヒを見据えて、皆様ヒー緒に勉強しながら協議を進めてまいりま

す。ビうぞご協力のほビよろしくお願いいたします。

o部長続きまして副会長の選任ですが、こちらは会長の方から、もしご意見あれ

ば承りたいヒ思いますがいかがてしよう力、。

o会長今日はご出席になられていないのですが、これまでこの協議会の副会長ヒ

してご活躍されていました藤卷委員にお願いしたいヒ思います。いかがでしよつ



か

o̶同異議なし。

o会長では、よろしくお願いいたします。

o部長ありがとうございました。副会長につきましては、藤卷委員をご選任いた

だきました。石川会長、今日はご欠席されていますが藤卷副会長、ビうぞよろしく

お願いいたします。

それでは続きまして次第のフ、諮問書の交付をお願いいたします。会長、副市長

よろしくお願いいたします。

o副市長諮問第I号、令和フ年10月ワ日、国分寺市国民健康保険事業の逼営に

関する協議会、会長殿。国分寺市長、丸山哲平。国民健康保険の運営について、諮

問。国民健康保険事業の運営について、国分寺市国民健康保険条例第2条及び国分

寺市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則第2条の規定により、下記の事項

について審議いただきたく諮問します。I、国民健康保険税の課税眼度額の改定に

ついて。2.東京都保険料水準の完全統一に向けた国民健康保険税率の改定につい

て。3.子ビも.子育て支援金の国民健康保険税率について。以上でございます。

よろし〈お願いいたします。

o部長ありがヒうございましち。諮問書を交付させていただきました。副市長に

つきましては、この後公務がございますので、ここで退席をさせていただきます。

o副市長委員の皆さま、ビうぞよろし〈お願いいたします。

o部長それでは、この後の進行につきましては、会長にお願いしたいヒ思いま

す。

o会長それでは早速、次第8の国保の現状ヒ課題につきまして、こちらは事務局

からの説明になります。

o課長本日は令和7年度の第I回国民健康保険運営協議会であり、委員の皆様の

うち約半数が新任の方になります。そこで、具体的な協議に入る前に、■民健康保

険の現状ヒ課題につきまして、保険年金課長の越川力、ら説明させていただきます。

大体10分ほビになリますので、以降着座にて説明させていただきます。

資料の5をご覧ください。ページを開いていただきまして2ページ目、副市長が

お話しした全世代型社会保障への転換について説明いたします。



あまリ聞いたこヒがない方もいらっしやる力、もしれませんが、全世代型社会保障

ヒは、年驗や世代にかかわらずすべての人が支え合いながら、必要な保障を受けら

れる仕組みを目指すものです。力、つては高齢者中心の社会保障でしたが、現在は国

の社会保障制度は子育て世代や現役世代も含めて、すべての世代で支え合う制度へ

ヒ転換が図られています。この背景には、急速な少子高鍛化があリます。私も当て

はまるのですが、団塊ジュニア世代が65歳以上ヒなる2040年が次の節目になっ

ておりまして、先ほビ副市長からお話がありましたように、人口の3割以上が高驗

者ヒなるヒ見込まれています。そのヒきには今以上に労働力人口が減少して、医療

分護人材が不足して財政の悪化が避けられないヒ言われています。そして社会保障

制度の持続可能性が危ぶまれております。

こういった背景をもヒに、国の審議会では、医療保険制度改革について議論が行

われています。昨年のこちらの協議会で、委員の方力、ら、世界に誇るべき国民皆保

險制度を将来世代へつなげてい〈ための制度運営、制度設計を行うべきではないか

ヒいうご発言をいただきました。また、別の委員の方力、ら、今の子供たち世代に負

の遺産を先送りしないように、中長期的な視点で検討していくべきであるヒのご意

見もいただきました。それらはまさに今、国の審議会で有識者が検討している方向

性ヒ合致しているご意見であったヒ振リ返って感銘を受けておリます。昨年度いた

だいた答申は資料3ヒしてお配リしておリますので、もしよろしければ後でご覧く

ださい。

次に国保制度の概要について説明いたします。3ページをご覧〈ださい。国保は

市町村ヒ都道府県が共同で運営する医療保險制度です。加入者は国保以外の公的医

療保險に入っていない方々であり、入っていない方々は自動的に国保に加入になる

ヒいう制度設計がされておリます。過去においては、自営業の方が入る保險ヒいう

イメージがありました力ぐ、現在では無職の方が約半数を占めております。そして、

年鍛構成では資料の円グラフにありますように、60歳以上が約半数を占めておリ

ます。こちら国分寺市国保加入者の年鍛構成ですので、国の全統計力、ら見ると、若

い方がまだ多いほうです。国の統計だヒもう少し60歳以上の年齢構成が高くなっ

ています。

め〈って4ページをご覧〈ださい。国保への加入率は、グラフにありますように

全国的に下がってきています。これは国分寺市だけではなく、全国的な傾向です。

また、国保世帯の特徵の一つヒして、I人、または2人だけの世帯がワ割以上占め

ています。円グラフのヒころですね。かつては、自営業で大家族ヒいうようなイメ

ージがあったかもしれないのですが、すでに全くそれヒは異なる様相を呈していま

す。

次の5ページ目をご覧〈ださい。国保の世帯主の職業ですが、先ほビ申し上げた

ように、無職の方が約4割で、不詳の方を合わせるヒ5割を超えます。この辺り

は、確定申告や税情報でその方の職業なビを分析しております。その下の表は国の

統計ですが、所得がない世帯主が約24%いらっしやいます。



め〈って6ページをご覧ください。国保の特徵を見るために、他の保険ヒの比較

表を用意しました。こちらは国が作成した最新資料です力ぐ、令和4年度の状況で

す。先に下の方の比較表をご覽ください。国保加入者I人当たりの医療費は年間

40.6万円で、他の協会健保.組合健保.共済組合ヒいった、いわゆる被用者保険

ヒ比べるヒ高〈なっています。一方で、加入者の所得は被用者保険の加入者よリも

低いこヒが見て取れます。

上の図をご覧ください。財政規模は後期高齢者医療保険が突出しています。加入

者数は、市町村国保ヒ協会健保を比べるヒ協会健保の方が夕いのですが、財政規模

は同じ、つまリ国保は給付費の支出が多いのです。

さらに市町村国保の収入のところを見ていただくヒ、保険料が23%程度で、あ

ヒは他の保険からの支援金等、公費で賄っているこヒがわかります。国保の保険料

負担は重いヒいうふうなお話をヒきビきいただきます力ぐ、被用者保険のように半分

を肩代わりしている存在がないから高いのではあリません。むしろ企業の負担割合

である半分よリも多く公費なビが投入されています。保険料の負担が重く感じられ

るのは、加入者に低所得.高齢の方が多い一方で、医療費を多く使っている、給付

費がかかっているためです。車の任意保険でも、事故をして保険を使うヒ、翌年度

以降の保険料が高〈なるヒいうこヒがあリます。あのイメージに少し近いかなヒ思

います。車の任意保険ヒ違うのは、自分が使わなくても、他の加入者が使えぱ保険

料が高〈なってしまうという点です。しかし、高齢者の加入率が高〈なれぱ医療費

が高〈なる傾向にはならざるを得ないのです。

次のページに移っていただきまして、国保は多くの課題を構造上抱えています。

それを補うために、フページの一番下の方ですが、多額の費用を国ヒ都道府県ヒ市

区町村で公費ヒして負担しています。医療費総額が1〇兆140〇億円、公費投入額

は4兆370〇億円です。あまりにも規模が大きすざて想像するのが難しい額になっ

ておリます力ぐ、これだけの額が動いているヒいうこヒです。

め〈っていただきまして8ページ、先に帯グラフの方をご覧〈ださい。国保会計

は、本来特別会計ヒして独立採算が原則です。しかし実際には、半数程度の都道府

県で一般会計力、ら繰リ入れを行って、赤字が発生している部分を補填しています。

本来保険料は、給付ヒのバランスを考えて定められるべきなのてすが、本市含め、

標準の保険料率よりも低〈保険料を設定している自治体があります。本来の保険料

収入ヒの差を埋めるために行う一般会計からの繰リ入れを、法律で支出が義務づけ

られている繰入金ヒの対比で、「法定外繰入」ヒ呼んでいます。国分寺市の国保に

おける法定外繰入は、令和6年度時点でその帯グラフの一番上のヒころ約ワ億円で

す。もし、法定内繰入だけにヒビめておけば、あヒマ億円分、一般会計で他の事業

で使えちヒいうこヒにもなります。そして国はこの法定外繰入を、令和15年度ま

で、遅〈ヒも17年度までに解消するよう求めています。法定外繰入の解消につい

ては、後ほビまた説明させていただきます。

次にワページをご覧〈ださい。ほヒんビの市区町村国保では、被用者保険のよう



な独自の給付は行っていません。その理由は、非常に財政が厳しく、独自給付を実

施できる余裕がないこヒによるものです。その代わリ、他の保険にはない低所得者

や自己都合以外の理由で退職した方に対する保険料の軽減措置ヒいうものが法定措

置ヒして定められています。折れ線グラフをご覧〈ださい。国分寺市国保のI人当

たり保險料納付額は、I人当たリ医療費の伸びよリも低く抑えられています。国保

では、保険税率を自治体の条例で議会の議決により定めるため、給付に合わせて保

険料を簡単に上げに〈い仕組みヒなっています。保險者ヒしては、遍切な負担の分

配ヒ低所得者への支援の両方を加味して制度運営を行わなければなリません。

次のページに進んで〈ださい。国民健康保険法は、被保険者から運用に必要な費

用の一部を徵収するこヒになっています。徵収するにあたリ、税方式ヒ料方式のビ

ちらかを選択できるヒ規定してあります。国分寺市を含め、中程度以下の規模の市

町村では、時効までの期間が長い税方式をヒるこヒが多いのですが、一般論として

整理するヒきには、国民健康保険料、社会保険料ヒ呼ばれているのて、こちらの方

がなじみがよく、保險料ヒ表すこヒが多いです。ビちらの表現を使っても指すもの

は同じです。そして国保料の最大の特徵は、世帯主に支払い義務が課されるヒいう

こヒてす。国保には被用者保険のような、扶春ヒいう概念はあリません。加入者一

人一人に、保険料の負担が割リ振られ、それをまヒめて世帯主が支仏う義務を負う

ヒいう仕組みになっています。なお、低所得者や来就学児に対しては、軽減して課

税するようになっています。

また、保険料は、加入者一人一人に対して課される均等割ヒ、所得にたじて課さ

れる所得割で構成されています。そして課税限度額ヒいうものが設けられておリ、

所得の多い世帯でも一定以上の負担に留める仕組みヒなっています。

次のページに進んで〈ださい。上の折れ線グラフは所得割保険料率の推移、下の

棒グラフが均等割合計の推移です。標準保險料率ヒいうのが、本来給付ヒのバラン

スがヒれていて、あるべき保険料の姿ヒいうふうに国から提示されていますが、そ

れヒはまだ離れています。

下の表ですが、国分寺市は課税標準額、っまリ所得ゲ全国平均や東京都平均ヒ比

べて高い形です。しかし、I人当たリ保険料額(保険税額)は全国平均、東京都平

均よりも低いのです。っまリ被保険者の負担を抑える一方で、財政上の赤字が生ま

れるヒいう問題が発生しています。また、他の公的医療保険に加入している方にヒ

っては、ご自身が加入している保険料を仏っているにもかかわらす、税金ヒしても

国保加入者の保険料負担分も仏うヒいう二重仏いの状況になってしまっていますの

で、国保以外に加入している市民がこれをビう受け止めるかヒいう問題もあリま

す。

次のページにお進み〈ださい。現状、保険料は自治体ごヒに異なっているこヒカぐ

多いのですが、国は同じ都道府県内であればビこに住んでいても同じ保険料ヒなる

よう、保険料水準統一化ヒいうものを進めています。統一が必要な理由ヒしては、

下の図に記戴してあるヒおリです。令和5年度決算時点で保険料水準統一を果たし



ているのは、実は21府県です。法定外繰入を行っている上位の5都県、東京都・

埼玉県・神奈川県.千葉県.沖縄県が、国全体の法定外繰入全体額の約ワ割以上を

占めています。都内の状況だけを見ていると全〈わからないのですが、全国的には

首都圏の比較的財政力がある自治体の方が財政力のより厳しい自治体よりも保険料

が安〈なっているヒいう、偏リがある状況です。国はこうした状況を不公平ヒヒら

え、法定外繰入を国保財政における赤字ヒ呼んでおリ、赤字を解消するための国保

財政健全化計画の作成を各自治体に求めています。本市の現在の計画は、資料の下

に掲載している表ヒなります。資料4ヒしても実寸大でお配リしておリます。国分

寺市は昨年度いただいた答申の内容を基に、令和15年度決算時までに標準保険料

率まで保険料率を上げるヒヒもに、法定外緣入額をゼロにするこヒを目指しておリ

ます。

最後のページです。今までご説明いたしましたように、国保制度は多〈の課題を

抱えています。市は国民健康保險の運営主体ヒして、財政健全化ヒ市民の健康保持

増進の両立を図る義務を負っています。現状令和15年度決算時に標準保険料率を

達成して赤字を解消するヒいう目指すべきゴールは定まっておリます力ぐ、社会全体

で、社会保障費の負担ヒいうもの力ぐ避けられない今、ビのように被保険者、それか

ら広く国分寺市民の方々に納得感を持って進めていけるかビうかヒいうのが重要だ

ヒ保険者ヒして考えておリます。皆様には税率改定の割合や、納得感を持っていた

だける広報のあリ方について、ご意見をいただければヒ考えております。国民健康

保険は、市民の健康ヒ生活を守るセーフティーネットです。その持続可能性を保つ

ために、中.長期的来来を視野に入れて、保険者ヒしての貴務を果たしていきたい

ヒ考えておリますので、皆様ご協力をよろし〈お願いいたします。説明は以上にな

ります。

o会長ありがヒうございました。それでは、質疑た答に入りたいヒ思います。配

布資料をご覧になられて、また、今の事務局からの説明を受けまして、何力、質問な

ビございましたらお願いいたします。

o被保険者代表平成30年に国民健康保制度が改正ヒなり、東京都が市区町村ヒ

一緒に運営主体になって、財政的運営は東京都が担い、標準保險料率を定めている

ヒ思います力ぐ、10年ぐらい経って、市の状況ヒして、激変しないために法定外緣

入をずつヒ続けていますよね。国民健康保険の現状ヒいうのは、先ほビおっしやら

れた通リで、年齢層、収入、あヒ前期高緻者がほヒんビですねここ数年は。協会健

保は、今退職が65歳までいっていますから、協会健保に入ってそれ力、ら国保ヒい

うこヒで、大体前期高緻の人が多い、もし〈は無職の人が多いヒ。国民健康保険制

度自体がもう破綻しているのではない☆、ヒ思うのですよ。全国市長会ヒか知事会の

方で国の方に提言ヒいう形で毎年出しているヒ思うのですが、それ以上に、例えば

厚労大臣もしくは地元の代議士の方tこ、東京都全体として陳情なビはなさらないの



てすか

o課長国民健康保険課長会、また、全国市長会ヒいう正規ルートで常に提言はし

ているヒころです。陳情は地方自治体からは出せないのです。市では、課長会や市

長会なビ、正規ルートでは意見を提出しています。そういうヒころでは、このまま

ては国保制度は維持できないヒいうこヒを申し上げているのです力ぐ、国ヒしてはま

ずは標準保險料率まで逢成して、そこから先はまた考えるヒいうこヒで、この先の

国保の姿はまだ示されていません。全国的には標準保険税率を達成している自治体

が増加しているため、今は国が言うように、本市も標準保險税率まで高めていくの

がI番よいのではないかヒ考えている次第です。(事務局注：地方自治法第ワワ条

は、普通地方公共団体の議会は、意見書を国会又は間係行政庁に提出するこヒがで

きるヒ規定しています。基礎自治体ヒしての意見は、全国市長会で提言ヒしてまヒ

めて国に提出するのが通常です。全国市長会は、最新では令和7年6月4日に

「国民健康保険制度等の改善強化に関する重点提言」を提出しており、そこでは医

療保険制度改革について「将来にわたリ安定的で持続可能な制度ヒするため、すべ

ての国民を対象ヒする医療保險制度の一本化に向け、拔本改革を実施するこヒ」等

を求めています(詳しくは全国市長会のホームページでご覧いただけます)。

o被保険者代表事業は違うのですが、例えば都市防災不燃化事業や、他の福祉の

生活保護水準の向上なビそういうので、東京都、市区町村も含めて、間係大臣の方

に陳情を出しているヒいうこヒが事実ヒしてはありますよね。国保はそういうのは

そこまては考えていないヒいうこヒでよろしいですか。

o課長区部はもうほヒんビ標準保険税率に近いヒころにあります。市部は標準保

険税率にまだ遠く、東京都内でも状況は一緒ではあリません。ですので東京都ヒし

て一丸ヒなってヒいう状況ではなく、ばらつきがあるヒころです。あヒは先ほビお

話しましたように、すでに標準保険税率を達成しているヒころが21府県あり、束

京都の赤字がずば抜けて多い状況です。そのため、市区町村の足並みは必ずしも同

じではありません。

o被保険者代表 A 3の資料だヒ、23区は統一保険料方式ヒ言いまして、ビこの

ケースても同じ所得水準、同じ税率でヒいうのがあリます。市部の方の保険料率や

均等割を見ますヒ、東京都が全部標準保険料率まで達しているヒは言えないのでは

ないですか。

o課長都内はまだ標準保検税率に達していません。23区は標準保険税率に近い

ヒころにいて、国分寺市も含めた市部ではまだ標準保險税率に遠いヒころにいる自

治体が多い。ですので、東京都内では区部の方は、標準保険税率を上げることに対



してそれほビ危機感がなく 、段階的に上げ近いうちに標準保険料率を達成するヒ言

っていますね。そのため、東京都内で一枚岩ヒして同じように動くヒいう感じでは

ないですね。

o被保険者代表わかリました。あリがヒうございます。

o会長はい。その他にございます力、。

o被保険者代表ないようでしたらもうIつ、すみません。前回の協議会で、令和

15年度に向けて、段階的に税率を上げてい〈こヒが決まりましたよね。ただ、東

京都が定めた標準保険料率ヒ、市が定める料率にはかなり乘離がありますよね。そ

れを埋めるためにはビうするのかヒいうヒ段階的にやるヒいっても来年は(2年に

一度の)診療報酬の改定があリますよね。前回(令和6年度)は本体として0.88

でしらが、次の診療報酬改定はかなり上がるのではないかヒいう話がありますよ

ね。ここに医療関係者の方もいらっしやいますが、医療機器が上がっている、人件

費力ぐ上がっているヒいうこヒで、診療報酬を上げてほしいヒいう要望が出ている。

薬価は下がりますけビ、診療報酬本体自体は上がるのかなと思っています。

あわせて、子ビも子育て支援金の徵收が来年から始まリますよね。前の委員会の

会議錄を見ますヒ、I人当たり平均3,000円ヒいう話もありました。あヒ規模が

小さい事業所に勤めている短時間労働者について、国保から被用者保険への移行が

進められています。するヒ国保にヒってはますます厳しい状況ヒなリますよね。

特に、子ビも子育て支援金で3,000円〈らい増えるヒいうこヒだヒ、来年度は

保険料改定に向けて非常に厳しいかなヒ思っています。ですので、収入を見込めな

いのであれば、歳出を減らすしかないヒ。

データヘルス計画を国分寺市でもやっていますよね。その評価が、ちよつヒ古い

データしか見られなかったのですが、令和2年はほヒんビゲCでした。保健指導

も特定健診もです。データヘルス計画が頓挫するヒ、いわゆる糖尿病だったら重篤

化なビ、色々医療費の支出が増えるヒ思います。また重複診療ヒいう問題もある。

そういう点について力を入れてい〈必要があるヒ思うのですよ、健康保持増進の推

奨.移発事業推進についてビうやってい〈のかヒいうこヒも財政上重要であるヒ思

うのです。あわせて、これはわかる範囲でいいのですが、介護保険も特別会計でや

っていますよね。そちらの法定外繰入の金額ってビれくらいなのでしよう力、。

o課長介護保険については、法定外繰入を国分寺市はやっていないのではないか

ヒ思われます。基金を積み上げているので、仮に足リない部分が発生してもそこか

ら出して対たできているのではないかヒ思われます。そもそも介護保険は、創設時

力、ら一貫して、法定負担割合を超えて一般会計から繰入れを行うこヒは遍当でない

ヒ国から示されています。



o被保険者代表基金の原資はビこからですか。

o課長介護保険の基金の原資は、それまでの年に集めた保険料の剰余金だと思い

ます。かなりの額が積み立て上が\っているので、赤字が出たらそこから補填てきる

ヒいう構造になっています。

また、ご意見をいただいた医療費適正化についてはな力、なか難しい部分がござI N

まして、こちらについては、医師である小泉委員の御意見を伺えればヒ思います。

o療養担当代表今日初めての参加になリますので、的が外れていたら申し訳ない

のですが、収入の面で税率を上げていくべきだヒいうこヒヒ、医療者側からする

ヒ、国民健康保険の健診があリますよね。健診の項目内容の見直しも必要になって

〈るヒいう理解です。最低限の項目があって、それから市独自てやっている項目も

あったヒ思います。項目に関して医師会で議題を持っていくヒじたら、国民健康保

険に対しては項目の見直しみたいなこヒを、例えぱ医師会の方に提出したほうがい

いのかなヒ聞いていました。

o課長国保の健診の場合には社保ヒ違い、受診率自体があまリ高〈なく、伸び悩'

んでいます。65歳以上の方は特定健診を受けていらっしやる方が多いのですが、

若い方が、なかなか受診に繁がらない。その理由ヒしては、今必要がないから、健

康だからヒいうこヒなのです。そうではないヒいうこヒを務発しているのてす力ぐ、

なかなか結渠に結びつかない。会社であれば、ある意味従業員にプレッシャーをか

けて受診を促進するこヒができるのですが、国保だヒそれがしに〈い。何か健診の

受診率を上げるェ夫で、できそうなものはあリますでしよう力、。

o療養担当代表もヒもヒ社保で若い人たちが健診を受ける意味ヒいうのは、例え

ば、予防できる疾患を測る項目である高血圧、糖尿病なビの自覚症状がないものの

異常値を見っけて、将来的に健康で長〈働いてもらう、会社にヒって生産性を高め

るために従業員に健康管理をしてもらうヒいう意味があるのだヒ思うのてす。国保

の方はその側面があまり強〈ないのではないかなヒいう印象はあリます。

たしかにクリニックですヒ、数年前からは65歳来満の方も受診てきるようにな

リましたけれビも、65歳以上でないヒ事前に申し込みしないヒ受診券が送られて

こないものですから、それも健診のハードルをあげている事情力、なヒいうヒころて

はあリます。

実施率を上げるヒいう意味では、健診を受ける意味を啓発するこヒが必要なのか

なヒ思います。あヒもうIつ申し上げると、これは個人的な意見なのて医師会で出

ているわけではないのですゲ、やはリ高齢者の方ヒ働〈世代の人ヒ項目が同じヒい

うのはちよつヒビうかなヒ思うヒころはあリます。それぞれに遍した項目を本来は



検討してい〈必要があるかなヒこれは個人的に思います。市でビうこうするもので

もないかもしれませんが。

o課長そうてすね。若い方々に健診を受けていただきたいヒ非常に思っておりま

す。

o公益代表健康診断ですよね。あま

そういう若い人たちが使うツールのヒ

あるヒいいかもしれないですね。ボス

いいかも。そういうヒころ力、ら少しず

使いたいけビ使い方がわからないヒい

ます。家のボストだヒ見なかったり、

段使っている不ツトワークのヒころに

ます。飲食店や駅にボスターが張って

ヒ思います。

り行くこヒがなかったです、正直。飲食店や

ころで、そういうものを発信できるもの力ぐ、

ターを貼ってくださいなビ市から依賴しても

つ変わっていくのかなヒ。健診なビの事業を

ろのが、たぶん現状起きているのかなヒ思い

捨ててしまったリヒいうこヒがあるので、普

もってい〈のがI番いいのではないかヒ思い

あるなビ、そういうのがいいのではないかな

o課長今のご指摘は大事なヒころで、ビうやって情報を届ける力、ヒいうヒころに

私だちも非常に力を入れているヒころです。医療費適正化ヒいうヒ、単純に費用の

節約だけに聞こえがちなのですが、健康を増進しその状態を保って、それによって

結果ヒして医療費が下がるヒころゲー番目指すべきヒころで、何ヒか健診受診率を

高められないか、まず最低限そこをやっていく必要がありますね。他には薬の重複

多剤なビに取リ組む。必要な医療は受けていただきたいけれビも、それを超えて間

違った組み合わせになっていません力、ヒいう声かけは、保健事業ヒしても行ってい

るのですが、なかなか成果が出ない、来年は新しい切リロで事業を実施してみよう

かな、今年も途中だけれビ切リロを変えてやっていこうかなヒ、試行錯誤している

ヒころですが、成果にはまだ結びついていないヒころです。

o被保険者代表若い人は医療費があまりかかっていないのですかね。統計上、中

高年から上がいろんな病気が重なってくるヒ。今課長さんが\おっしやられたヒお

リ、中高年はある程度受診率ゲ高いヒいうこヒでしたね。そうするヒ次の段階は、

保健指導になリますよね。特定保健指導。引っかかった人をビういうふうに指導し

ながら、状態をイーブンにする力、、もし〈はよ〈する力、。ヒいうヒころに力を入れ

たほうがいいのではないかなヒ思うのですが、もちろん実施率の向上も必要です

が。

o課長特定保健指導の方ですが、同じ部ではありますが別の課が担当になってお

りまして、詳し〈はわからないのですが、そんなに高い受診率ではないヒ記憶して

います。何力、また新しい取組が必要なのではないかなヒ思ってはいるのですが、通



矢口を送ったらたぶん見ないヒいうのがあって、次に残っているのは電話勧奨なのて

すが、最近電話勧奨は嫌がられるので、なかな力、受診につながらない。次にどつし

たらっていうヒきに、まずはやはり広く啓発して、ポピュレーシヨンアフローチ、

幅広く社会全体に広げた上で個別にアプローチしたらいいのかなヒいろいろ試行錯
誤はしておリます。

o被保険者代表通知文に、あまリやってはいけないヒ思うのですが、ちよつヒ脅
しみたいな文言を、このまま進むとこうなりますよ、なビ。よく禁煙指導で、真っ
黑な肺を見せているやつです。同じように少し脅しみたいなこヒてやれば少しは行
<人が増える力、もヒ思います。

o課長糖尿病の方の重症化予防事業で

そうするヒ大きなお世話だヒ苦情がいっ

に結びつかなかったので、今年は優しく

ションゲ上がるような書き方にしました

らが、よかったのかなヒいう気がしていま

ないのであればやらないヒいう感じがあ

す。企業だヒプレッシャーをかけられる

実情です。市民ヒ市の関係は企業ヒ雇用

で、なかな力、難しいです。ただ、やらな

を変え、脅したりなだめたリ、色々なや

、去年は脅しのような文言を入れました。

ばいかかって〈るのです。それで保健指導

、受けたら良〈なリますよヒいうモチベー

。するヒ問い合わせすらI件もなく、ビち

す。やはり動奨しても大きなお世話、治ら

リまして、非常に成果を出すのが難しいて

のですが、そういうこヒがてきないこヒカぐ

されている労働者ヒの関係ヒは全然違うの

いわけにはいかないので、每年手を変え品

りかたを模索しています。

OD

o公益代表例えば、体に気をつけている人って、トレーニングジムに行くなど、

国分寺でも増えているじやないですか。僕は飲食店を営んでおりますが、以前、

paYpayで何％オフだっらかわ力、りませんが、そういうツール、利用度はヒても高
かったです。やっばり人間って何か特典のヒきに動きやすいヒいうのがあるので。

これも健康改善ヒしたら健康食品を飲んでもらうっていうこヒで、ツールヒしては

繁がってい〈のではないかなヒ。そういうやり方もあるのではないかなヒは思いま

す。まず市役所で例えば3つでも、健康診断を受けられる場所を作るなビ。そつい

うもので働きかけられるのではないかなヒいうヒころはありますね。

o課長市役所がやる場合大事なのは、納得感を得られるかヒいうヒころだヒ思い

ます。国保の人だけポイント遺元があって、社保の人はビうしてないのかなって、

同じ市民なのにビうして国保だけ優遇されるのかっていうようなヒころで、ご納得

いただけない場合もあリうるかなヒ。ただ、国保加入者に健康になってもらえれば

その分市の支出が抑えられる側面をあるわけで、そうするヒ、そこにホイント道元
の利益を与えてもいいのではヒいう議論もありうるヒ思います。市民の皆様方の納
得を得られるような、うまい施策をこの協議会で提案していただければ、ぜひ検討



させていただきたいヒ思いますので、.よろしくお願いします。

o被保険者代表今の褒賞制度で、例えばスポーツクラブでI期だけだったらいく

らヒいつのがあります。ですから、えさで釣るヒいうのはよくないですが、そうい

う形で少しすつをェ夫しながら、お金をいいように使ってやれば、つられてやる人

も出て〈るのではないかなヒ思います。です力、ら今の意見、視点も含めていい意見

かなヒ思います。

o被保険者代表最近医療機関に行っても、マイナンバーカードを保険証の代わリ

に出して、わリヒデータも藥も、自分の携帯からビんな薬を扱っているかヒいうの

がわかるようになってきて、すご〈便利になったヒ感じてはいるのです。例えば、

健康診断の受診は、若い方はわりヒ携帯電話やスマホをしよっちゆう使われている

部分もあるヒ思いますので、国民健康保険に入っている若い方の率は少ないかヒは

思うのてすが、でもその若い方が先ほビおっしやった、健康診断の受診率が悪いヒ

いうこヒであれば、このマイナンバーカードの保険の方から何かワーニングメッセ

ージみたいなのが出せればいいのかなヒいうふうにふヒ思ってしまったのです力ぐ、

今健康保険を使わない健康診断ヒ、マイナンバーカードの健康保険ヒいうのは何か

リンクはしていないのですか。

o課長していないです。

o被保険者代表していないから、やリようがないヒいうこヒになってしまうので

すかね。自分の健康診断の結果も、直接の本来の目的、やはリ健康管理は大事なの

で、そういったものを見られればいいなヒは思うのです力ぐ。薬がビんな薬を使って

いるかヒいうのがわかるでもいいのですが\そうではな〈て、健康診断の結果も入

れるなビ、そういう利便性があるヒいいなヒ。まだ受けてない、去年は尿酸値がす

ご〈高くて痛風になってしまった、今年はビうだったなビ、Iつの問題意識を持っ

てもらうために、まだあなたはやっていませんみたいなものが'。文書では来ますよ

ね。市からは、健康診断を受けた後に、まだやっていませんからやりなさいヒ。ち

よつヒタイムラグがあリますよね。そういったものも来ているので、何かそういっ

たうまく活用が今後できればいいかなヒいう思いでございます。

o課長マイナボータルカ、らは健康診断の結果自体は見られるのですが、ワーニン

グが出せないです。

あヒは新しい取組ヒして、今年歯科医師会の方から提案していただいた、糖尿病

にリ患している方で、I年ぐらい歯医者さんに行っていない方に対して受診を促す

ヒいうのをはじめようヒしているヒころです。歯周疾患は様々な病氣の増悪に間連

性があるヒいうのが'はっきりしたヒいうこヒで、受診勧奨をしてみてはビうかヒ歯



科医師会からご提案いただきました。ありヒあらゆる考えつくこヒをやれるヒころ

力、らやっていって、少しでも被保険者の健康の保持増進をするこヒヒ、あヒ保険料

率の見直しでうまくバランスがヒれるようになればいいなヒ思っておリます。今の

お話も非常に参考になります。あリがヒうございます。

o会長てはそろそろ、あヒI人〈らいで締めたいヒ思います。まだ発言されてい

ない方て、何か質問.ご意見等あリましたら。よろしいでしよう力、。

それではここで協議会の方を終わリにしたいヒ思います。ではこのあヒ事務局か

ら、事務速絡をしていただきます。

o庶務担当事務局力、らご連籍いたします。次回、第2回は11月20日木曜日、

I時半より、こちらの会場で開催いたします。次回力、ら、税率改定の具体的な協議

をしていただきます。年間スケジュールに間しましては、机上に配布させていただ

いておリます。第2回のヒころに税率改定の記載がないですが、第3回に記載して

おります税率改定を、第2回でも協議していただきます。よろし〈お願いいたしま

す。

本日配布しました資料フからワは、次回使用させていただきます。また、協議の

中て振り返っていただ〈こヒがありますので、本日お配りしている資料は、次回以

降もお持ちいただくようよろしくお願いいたします。最後に、委員報酬の振り込み

口座やマイナンバーの提出がまだの方は、お帰リの際、事務局までご提出をお願い

します。

o会長それではこれをもちまして、令和フ年度第I回国分寺市国民健康保険事業

の運営に関する協議会を終了させていただきます。本日はお忙しい中、ご出席あリ

がヒうございました。


